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和歌山大学教育学部規則 

 

制  定 平成 ５年 ６月 ８日 

最終改正 令和 ８年 ５月２１日 

（趣旨） 

第１条 この規則は、和歌山大学教育学部（以下「学部」という。）学生の履修等に関し、和

歌山大学学則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（目的） 

第１条の２ 学部は、人間と教育に関する深い理解と、科学・芸術・文化に関する専門的知

識にもとづき、教育実践力を高めることで、次代を担う子どもたちの成長と発達を支援し

ていくことのできる高度な資質・能力をもった教員の養成を目的とする。 

（課程、コース及び入学定員） 

第２条 学部に置く課程及びコースは、次のとおりである。 

学校教育教員養成課程 

    学校教育コース 

    支援教育コース 

（授業科目及び単位数） 

第３条 学部が設ける授業科目と単位数は、別に定める。 

２ 学部長は、教授会の議を経て臨時に授業科目の増減を行うことができる。 

（授業） 

第４条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用

により行うものとする。 

第５条 （削除） 

（履修方法及び最低履修単位数） 

第６条 各コースにおける履修方法並びに卒業に要する最低履修単位数は、別表第１のとお

りとする。 

（受講登録） 

第７条 学生は、履修しようとする授業科目について、毎学期始めの所定期間内に、受講科

目を登録しなければならない。 

２ 受講登録外の科目については、受講しても単位を修得できない。 

（単位取得判定の方法） 

第８条 授業科目の単位取得の判定は、試験及び平素の学習成績の考査による。ただし、担

当教員が特に認めた場合には、試験又は平素の学習成績の考査のいずれかによることがで

きる。 

（定期試験） 

第９条 授業科目の単位修得判定のための試験は、各学期末の所定の期間内に行う。 

２ 定期試験の実施については、別に定める。 

（追試験） 

第１０条 正当な理由により定期試験を受けられない者に対しては、追試験を行うことがあ

る。この場合の願い出は、当該授業科目の試験開始前までとする。 

第１１条 （削除） 
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（専攻決定） 

第１２条 学生は、１年次の３月末までに専攻を決定するものとする。 

２ 指導教員を決定するに当たっては、２年間在学し、教育学部が指定する科目のすべてを

含む６４単位以上を修得しなければならない。なお、教育学部が指定する科目は次のとお

りとする。 

教養教育科

目 

英語             ４単位 

（※大学以外の教育施設等における学修で認められた単位を含めることが

できる。） 

スポーツ実習         ２単位 

現代健康・スポーツ論     ２単位 

専門教育科

目 

教育学部基礎セミナー     １単位（コース共通） 

教師のためのキャリアデザイン １単位（コース共通） 

教育実地研究Ⅰ        １単位（コース共通） 

教育実地研究Ⅱ        １単位（コース共通） 

３ 指導教員の決定に関しては、別に定める。 

（卒業判定） 

第１３条 卒業の判定は、教授会の議を経て、学長が認定する。 

附 則 

１ この規則は、平成５年６月８日から施行し、平成５年４月１日から適用する。 

２ 教育学部規則（昭和２７年４月１日制定）は、廃止する。 

３ 平成４年度以前に入学した学生については、この規則にかかわらず、なお従前の例によ

る。 

附 則（平成８年４月１日一部改正） 

１ この改正規則は、平成８年４月１日から施行する。 

２ 平成７年度以前に入学した学生については、この改正規則にかかわらず、なお従前の例

による。 

附 則（平成１１年３月５日一部改正） 

１ この改正規則は、平成１１年４月１日から施行する。 

２ 平成１０年度以前に入学した学生については、この改正規則にかかわらず、なお従前の

例による。 

附 則（平成１２年２月１８日一部改正） 

この改正規則は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成１３年６月２２日一部改正） 

この改正規則は、平成１３年６月２２日から施行し、平成１３年４月１日から適用する。 

附 則（平成１７年１月２６日一部改正：法人和歌山大学規程第３６７号） 

１ この改正規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

２ 平成１６年度以前に入学した学生については、この改正規則にかかわらず、なお、従前

の例による。 

附 則（平成１９年３月３０日一部改正：法人和歌山大学規程第６０８号） 

この改正規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年１月２４日一部改正：法人和歌山大学規程第７１１号） 
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この改正規則は、平成２０年１月２４日から施行する。 

附 則（平成２０年３月３１日一部改正：法人和歌山大学規程第７９０号） 

１ この改正規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ 平成２０年３月３１日以前に入学した学生については、改正後の第２条及び別表第１の

規定に関わらず、なお従前の例による。 

附 則（平成２４年１２月２８日一部改正：法人和歌山大学規程第１３６４号） 

１ この改正規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

２ 平成２０年３月３１日以前に入学した学生のうち、この改正規則の施行の際現に在学す

る者については、改正後の別表第１の規定に関わらず、法人和歌山大学規程第７９０号に

よる改正前の別表第１の教養科目の最低履修単位数を次の表のとおり読み替えて適用する。 

課程及びコース等 

 

 

 

 

 

  科   目 

学校教育教員養成課

程 

国 際 文
化 
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自然環
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教育課
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生涯学習 
課 程 教 育 科 学 

コ ー ス 

教科教
育 

コース 
教
育
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心
理
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教
育
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践
学 

障害児 
教育学 

小
一 
 

＋ 
 

中
二 

小
二 
 

＋ 
 

中
一 

生

活

･

健

康

支

援 

芸

術

文

化 

小
一 
＋ 
特
支 
一 

中
一 
＋ 
特
支 
一 

教

養

科

目 

教   養 14 14 22 22 22 

保健 

体育 

講 義 2 2 2 2 2 

実 技 2 2 2 2 2 

外国 

語 

語 学 １ 8 8 8 8 8 

語 学 ２ 4 4 8 ･･･ 4 

小計 16 16 20 12 16 

附 則（平成２７年３月２０日一部改正：法人和歌山大学規程第１６４２号） 

１ この改正規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ 平成２７年３月３１日以前に入学した学生及び平成２７年３月３１日以前に入学した学

生の属する年次に再入学又は転入学した学生については、改正後の第１１条の規定に関わ

らず、なお従前の例による。 

附 則（平成２７年４月２３日一部改正：法人和歌山大学規程第１６８０号） 

この改正規則は、平成２７年４月２３日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。 

附 則（平成２８年２月１８日一部改正：法人和歌山大学規程第１７３４号） 

１ この改正規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ 平成２８年３月３１日以前に入学した学生及び平成２８年３月３１日以前に入学した学

生の属する年次に再入学又は転入学した学生については、この改正規則に関わらず、なお

従前の例による。  

  附 則（平成３１年２月８日一部改正：法人和歌山大学規程第２１１１号） 

１ この改正規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ 平成３１年３月３１日以前に入学した学生及び平成３１年３月３１日以前に入学した学
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生の属する年次に再入学又は転入学した学生については、この改正規則に関わらず、なお

従前の例による。 

   附 則（令和元年１１月２７日一部改正：法人和歌山大学規程第２１８６号） 

１ この改正規則は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 令和２年３月３１日以前に入学した学生及び令和２年３月３１日以前に入学した学生の

属する年次に再入学又は転入学した学生については、この改正規則に関わらず、なお従前

の例による。 

   附 則（令和２年３月２７日一部改正：法人和歌山大学規程第２２７６号） 

１ この改正規則は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 令和２年３月３１日以前に入学した学生及び令和２年３月３１日以前に入学した学生の

属する年次に再入学又は転入学した学生については、この改正規則に関わらず、なお従前

の例による。 

   附 則（令和５年３月２９日一部改正：法人和歌山大学規程第２５９２号） 

１ この改正規則は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 令和５年３月３１日以前に入学した学生及び令和５年３月３１日以前に入学した学生の

属する年次に再入学又は転入学した学生については、この改正規則に関わらず、なお従前

の例による。 

   附 則（令和７年６月２５日一部改正：法人和歌山大学規程第２８６９号） 

この改正規則は、令和７年６月２５日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

附 則（令和８年５月２１日一部改正：法人和歌山大学規程第２９６０号） 

この改正規則は、令和８年５月２１日から施行し、令和８年４月１日から適用する。 
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別表第１ 

履修方法 

１ 卒業に要する最低履修単位数 

課程、コース等 

科目 

学校教育教員養成課程 

学校教育コース 支援教育コース 

小一 小一＋特支一 

教養教育科目 25 

専門 

教育 

科目 

コース共通 8 4 

教科共通 30 

教職共通 30 

特別支援教育 － 27 

専攻専門 24 6 

小計 92 97 

自由選択 7 2 

卒業業績 8 

合計 132 

 

２ 必修科目等、履修の詳細については、「履修手引」に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


